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暉り睾

注

精
衛

は
中
華

民
国

政
治
史

に
お
け

る
重

要

人
物

で
あ

る
。
注

は
国

民
党
副

総

裁
、
左

派
指

導
者

、

改
組

派

の
精

神

的

リ
ー
ダ

i
、
親

日
派

リ

ー
ダ

i
、
南

京

政
府

行
政
院

院

長
と

し

て
活

躍

し
た

一
方

、
中

国
史

上
最

大

の
漢

好

と
し

て

批
判

を
受

け

た
。

江

精

衛

は
青

年

時

代
、

法

政

人

学

に
留

学

し
、

国

家

観

念

と

主

権

在

民

思

想

の
影

響

を

受

け

た

結

果
、

中

国

の
旧
体

制

に
反

発

し

、

反
帝

国
主

義

の
闘
士

と

な

っ
た
。

し

か
し
、

そ

の
後

の
日
本

の
中

国
侵

略

に
際

し
、
圧
精

衛

は

偽

「中
華

民

国
国

民
政
府

」

を
組
織

し
、
漢

妊

に
豹

変

し
た

。
注
精

衛

の
人

生

は
起

伏

が
激

し

く
、

常

に

一
定

を

保

つ
こ

と

が

で

き

な

か

っ

た
。汗

精
衛

は
外

見

的

に
は
深

み
の
あ

る
教

養

人

で
あ
り
、

表
情

も

柔
和

だ

っ
た
。

し

か
し
、
内

面

は
複
雑

で
、
性
格

は
矛
盾

に
満

ち
、

思
想

と

行
動

は
奇

怪

そ

の
も

の

で
あ

っ
た
。
人

々

が
江

精
衛

を
批

判

す

る

の
は
、

こ

の
よ
う

な
人
間

性

に
原

因

が
あ

っ
た
。

注

精
衛

が

大
漢

妊

で
あ

る

こ
と

は
、

中
国

で

は
老

若

男
女

間

わ
ず
知

っ
て

い
る
が

、
注
精

衛

の
1ー
バ
体
的

行
動

に

つ

い
て
尋

ね

ら
れ

る
と
、

答
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え

に
窮

す

る
。

さ
ら

に

は
、
圧
偽

政
権

の
政

治

状

況

や

そ

の
影

響

に

関

し

て
知

っ
て

い
る

人

は
、

ほ
ん

の
わ
ず

か

し
か

い
な

い
。
余

子
道

・

曹
振

威

・
石

源
華

・
張

雲

『
江
偽

政
権

全
史

』

(
上

・
下

巻

)

で

は
、

こ
れ

ま

で
充
分

に
明

ら

か
に
さ

れ

て

こ
な

か

っ
た
注

偽
政

権

の
政
策

や

統
治

下

の
社
会

、
経

済

、
政

治
、

思
想

、
文
化

の
実

態

に

つ
い
て
詳

細

に
検

討

さ
れ

て

い
る
。

『
注
偽

政

権

全

史

』

は
、

五

年

の
歳

月

と

三

度

の
改
稿

を
経

て
完

成

し
、

字
数

は

一
二
五

万

字

に
達
す

る
。

同
書

は
広

く
多

面

的
な
視

点

か

ら
明
瞭

に
圧
偽
政

権

の
成

立

か

ら
そ

の
後

の
過

程

を

明
ら

か

に
し

て

い
る
。

ま

た
、
豊
富

な
史

料

を
基

に
詳

細

な

分

析

が
行

わ

れ

て

い
る

た

め
、
学

術
的

価
値

や
社

会

的

な
意

義

が
大

変
高

い
。『

江

偽

政
権

全

史

』

は

上

・
下

二
巻

、
全

一

四
編

四
三
章

か
ら
成

っ
て

い
る
。

目
次

は
以
下

の
通
り

で
あ

る
。

上
巻

序
論

第

一
編

「臨
時
政
府
」
か
ら

「蒙
彊
政
権
」

1

日
中
戦
争
初
期
の
塊
偲
政
権

第 第 第 第
五 四 三 二
編 編 編 編

狂
精
衛
ら
の
裏
切
り

江
精
衛
国
民
政
府
の
成
立

偽
国
民
政
府
の
政
治
体
制

江
偽
政
府
の
軍
隊
と
特
工

下
巻

第
六
編

注
偽
政
府
の
財
政
、
税
収
と
金
融

第
七
編

「清
郷
」
1

「和
平
反
共
建
国
の

実
験
場
」

第
八
編

宣
伝
政
策
と
新
聞
体
制

第
九
編

狂
偽
漢
好
文
化
と
奴
隷
化
教
育

第

一
〇
編

注
偽
政
権
支
配
下
の
政
治
と
思
想

運
動

第 第 第

編 編 編

 

第

一
四
編

結
語

付
録

日
本
「対
華
新
政
策
」
と
江
偽
政
府

戦
時
経
済
体
制
と
経
済
統
制

壊
滅
前
夜
の
最
後
の
抵
抗

後

期
涯
偽
政
府

江
偽
国
民
政
府
の
壊
滅

序
論
で
は
歴
史
事
実
を
基
に
江
偽
政
権
の
性

質
を
定
義
す
る
と
と
も
に
、
注
偽
政
権
史
の
研

究
意
義
、
涯
偽
政
権
の
発
展
段
階
、
第

一
編
以

下
で
論
じ
る
検
討
課
題
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明

し
て
い
る
。
こ
の
中

で
、
著
者
は
江
精
衛
を
首

班
と
す
る

「中
華
民
国
国
民
政
府
」
が
漢
好
政

権
と
な
っ
た
の
は
、

「以
華
制
華
」
(中
国
を
利

用
し
て
中
国
を
支
配
す
る
)
と
い
う
日
本
の
侵

華
政
治
謀
略
の
産
物

で
あ
り
、
日
本
の
侵
略
者

と
親
日
派
漢
好
の
結
託
と
企
み
が
あ
っ
た
か
ら

で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る

(
一
頁
)。
注
偽
政

権
は
日
本
軍
占
領
地
区
に
お
け
る
、
最
大
に
し

て
か
つ

「中
央
政
権
的
性
質
」
を
持
っ
た
偲
偲

政
権
で
、
そ
の
社
会
的
影
響
力
は
そ
の
他
の

「地
方
的
性
質
」
を
持

っ
た
偽
政
権
よ
り
も
遥

か
に
大
き
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
著
者
は

い
か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
、
圧
偽
政
権
の
研

究
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
江
偽
政
権
を

漢
好
政
権
と
見
な
し
て
学
術
研
究
か
ら
排
除
す

る
こ
と
も
理
解
で
き
な

い
と
述
べ
て
い
る

(三

頁
)。第

一
編
か
ら
第
三
編

(第

一
章
～
第

=

章
)
で
は
、
日
本
の
侵
華
政
治
謀
略
を
手
が
か

り
に
、
淫
偽
政
権
や
そ
の
他
の
偉
偲
政
権
の
成

立
過
程
を
詳
細
に
振
り
返
っ
て
い
る
。
著
者
は

日
本
が
日
中
戦
争
初
期
、
圧
倒
的
な
軍
事
力
を

頼
り
に
中
国
の
大
部
分
を
占
領
下
に
収
め
る

一

.,



方

で
、

日
本

が
背

後

で
漢
好

を
操

り

、

偲
偲

政

権

を
作

ら

せ
、

占
領

地
区

の
統

治

に
当

た

ら
せ

た

事
実

を
論

じ
、

そ
れ
が
日
本

が

行

っ
た

い
わ

ゆ
る

「以
華

制

華
」

政
策

の
実

態

で
あ

っ
た

と

指

摘

し

て

い
る
。

日
中

戦

争

が
進
展

す

る
に

つ
れ

、

日
本

の
予

想

に
反

し

、
中

国
側

は
崩
壊

せ
ず

、

持
久

戦
体

制

を
確

立

し

た
。

そ

の
た

め
、
日

本

は
戦
略
方

針

を
中

国

へ
の

「軍

事
侵
攻

」

か
ら

「政

治
的

降

伏

」

に
転
換

せ
ざ

る
を
得

な
く

な

っ
た
。

こ

の
時

、
親

日

・
反
共

・
反
蒋

で
、

か

つ
国
民
党

ナ

ン
バ
ー
2

で
あ

っ
た
圧
精

衛

は
、

自
然

と

日

本

側

の
注

目

の
的

と
な

り
、
偲
儲

政

権

の
指
導

者

に
相

応

し

い

「支

那

第

一
流

人

物

」

(
二

五

六
頁

)

と
見

な

さ
れ

る
よ
う

に
な

っ
た
。

著
者

は
、

江
精

衛

と

日
本
側

と

の
実
際

的

な
接

触

で

あ

る

「重

光

堂

」
会
談

の
状
況

や
、

江

が
抗

日

陣

営

か

ら
離

脱

し
た

こ
と
、

「艶

電

」

を

発
表

し

た

こ
と
、

新

「政
府

」
を
樹
立

し

た

こ
と

の

歴
史

的

経
緯

、

ま
た
江

が
重
慶

国
民

政
府

の
抵

抗

と
国

民

の
批

判
を
顧

み
ず
、

政
治

や

貿
易

を

通

し

て
、
徐

々
に

日
本

と
関
係

を
深

め
て

い

っ

た
実

態

を

詳

し
く

分

析

し

て

い
る

(
三

〇

三

頁

)
。

そ

の
上

で
著

者

は
、

注
精

衛

が
日

本

の

力
を
借
り
て
中
華
民
国
の
法
統
を
継
承
し
た

独
立
性
を
持
っ
た
中
央
政
権
を
設
立
し
た
も
の

の
、
日
本
が

「重
光
堂
」
協
議
に
お
け
る
撤
兵

の
約
束
を
第
三
次
近
衛
声
明
に
は
盛
り
込
ま
な

か
っ
た
た
め
、
江
精
衛
は
完
全
に
騙
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
注
が
追
求
し
て
い
た

「和
平
運
動
」
の
正
当
性
が
失
わ
れ
た
と
指
摘

し
て
い
る
。

第
四
編
か
ら
第
六
編

(第

一
二
章
～
第
二

一

章
)
で
、
著
者
は
視
点
を
注
偽
政
権
の
政
策
に

向
け
、
政
治
、
軍
事
、
税
制
、
金
融
な
ど
を
詳

細
に
分
析
し
て
江
偽
政
権
と
そ
の
他
の
塊
偲
政

権
と
の
差
異
を
指
摘
し
、
注
偽
政
権
に
あ
っ
た

中
央
政
権
体
制
と
地
方
政
権
体
制
と
い
う
ふ
た

つ
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
中
央

政
治
体
制
で
は
、
「以
党
治
国
」
(党
に
よ

っ
て

国
を
治
め
る
)
と

「以
党
統
政
」
(党
に
よ
っ

て
政
治
を
支
配
す
る
)
と
い
う
政
治
体
制
が
布

か
れ
、
「中
央
政
治
委
員
会
」
と

「最
高
国
防

会
議
」
が
設
置
さ
れ
た
が
、
依
然
と
し
て

「五

院
制
」
だ

っ
た
。

一
方
、
地
方
政
治
体
制
で

は
、
江
偽
政
権
の
統
治
権
は
名
義
上
の
も
の
に

し
か
す
ぎ
ず
、
江
偽
政
権
の
一
組
織
だ
っ
た
華

北
政
務
委
員
会
は
華
北
で
大
き
な
自
治
権
を
認

め
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
特
殊
な
統
治
体
制
は
事

実
上
、
日
本
軍
が
占
領
地
区
で
実
施
し
て
い
た

「分
治
合
作
」
政
策
に
よ
る
も
の
だ
っ
た

(五

=
二
頁
)。
ま
た
、
江
偽
政
権
は
行
政
院
に
内

政
部
と
警
政
部
を
置
い
た
が
、
こ
れ
は
江
偽
政

権
が
標
榜
す
る
南
京
国
民
政
府
の
既
成
制
度
を

継
承
す
る
と
い
う
建
前
と
相
反
す
る
も
の
で
、

江
偽
政
権
の
突
出
し
た
特
徴
で
も
あ
っ
た

(五

四
四
頁
)。

軍
事
面
に
つ
い
て
、
著
者
は
江
偽
政
権
が
軍

隊
を
創
設
す
る
際
、
主

に
投
降
兵
や
軍
官
学
校

か
ら
兵
士
を
選
び
出
し
、
部
隊
を
編
成
し
て
い

た

一
方
で
、
太
平
洋
戦
争
勃
発
後
、
日
本
と
江

偽
政
権
は
大
規
模
な
軍
事
的
侵
攻
と
政
治
計
略

で
、
国
民
党
の

一
部
高
級
将
校
と
非
蒋
介
石
系

の
部
隊
を
重
慶
政
府
か
ら
離
反
さ
せ
、
日
本
や

江
偽
政
権
側
に
寝
返
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
た
と

述
べ
て
い
る

(六
五
五
頁
)。

著
者
は
、
江
偽
政
権
の
財
政
方
針
に
つ
い

て
も
言
及
し
て
い
る
。
財
政
方
針
で
掲
げ
ら

れ
た
目
的
は

「国
庫
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
を

急
務
と
し
、
民
生
の
培
養
を
重
視
す
る
」
こ
と

に
あ
り
、
主
な
内
容
は
金
融
の
安
定
、
国
税
の

整
理
、
不
当
な
雑
税
の
廃
止
、
遊
休
資
本
の
活
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用

、
貿

易

の
管

理
、
民

生

の
調
整

、

生
産

の
補

助

だ

っ
た
。

こ
れ
ら
財

政

政
策

は
表
面

的

に
は

素
晴

ら
し

い
内
容

だ

が
、
当

時

の
戦
争

状

態

の

下

で
こ
れ
ら
政

策
が
効

果

的

に
実

施

さ

れ

る

こ

と

は
な

く
、
逆

に
次

の
よ

う
な
顕

著

な
特

徴

が

現

れ
た

。

ひ
と

つ
は
、

民
衆

か
ら
過

酷
な

税

の

取

り
立

て
が
行

わ
れ
、

そ

れ

は
極

め
て
強

い
略

奪

性

を
帯

び

て

い
た

こ
と

、
も

う

ひ
と

つ
は
、

江

偽

政

権

が

独
立

し
た

財

政

体

系

を

構

築

せ

ず

、

完
全

に
日
本

に
従
属

し

て

い
た

こ
と

で
あ

る

(
七

二
六
頁

)
。

ま

た

、
注

偽

政

権

は

金

融

体

系

の
統

制

を
考

え
、

「中

央

儲

備

銀

行

」

を

設

立

し
、

「儲

備

券
」

を

発
行

し

て
法
幣

の
打

倒

を

目
指

し
た

が
、

か

え

っ
て
国
内
外

へ
債
券

を
乱

発

し

て
混

乱

を

招

く

結

果

を

も

た

ら

し

た

。第
七

編

か
ら
第

一
〇
編

(第

二

二
章

～

第

三

二
章

)

で
は
、
江
偽

政
権

の

「清

郷

」
政

策

の

実

施

経

過
、

な

ら

び

に

メ
デ

ィ

ア
政

策

、

文

化

・
教

育
、

思
想
運
動

な

ど

へ
の
統
制

に

つ

い

て
論

じ

て
い

る
。

「清

郷

」

と

は
、

一
九

四

一

年

か

ら
四
五
年

に
か

け

て

、
江
偽

政
権

が

華
中

と

華
南

の
日
本

軍
占
領

地

区

で
実

施

し
た

掃
討

作

戦

を
主

に
、

政

治

粛

正

、

経

済

略

奪

と
皇

民
化
教
育
な
ど
を
、
大
規
模
に
か

つ
持
続
的

に
行
っ
た
運
動
で
あ
っ
た
。
「清
郷
」
の
目
的

は
、
長
江
中
下
流
域
に
い
た
新
四
軍
と
国
民
党

軍
の
残
党
を
粛
正
、
排
除
す
る
こ
と
に
あ
り
、

江
偽
政
権
の
末
端
組
織
を
置
く
こ
と
で
、
そ
の

統
治
を
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
た
。
著

者
は
、
「清
郷
」
は
日
本
が
占
領
地
区
で
実
施

し
た

「以
華
制
華
」
、
「以
戦
養
戦
」
(戦
争
で

も
っ
て
戦
争
を
賄
う
)
政
策
の
産
物
で
あ
り
、

最
終
的
に
内
外
と
も
に
窮
地
に
立
た
さ
れ
た
中

で
破
綻
し
て
い
っ
た
と
述
べ
て
い
る

(七
八
八

-
八
二
七
頁
)。

世
論
統
制
と
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
、
著
者
は

注
偽
政
権
が
行

っ
た
直
属
新
聞
社
管
理
制
度
、

ラ
ジ
オ
の

「経
営
統
合
」
と
聴
取
制
限
制
度
、

新
聞
検
査
制
度
な
ど
制
度
面
だ
け
で
な
く
、
大

量
の
樒
案
史
料
と
新
聞
や
雑
誌
史
料
に
基
づ
い

て
、
江
偽
政
権
に
よ
っ
て
迫
害
さ
れ
た
愛
国
的

新
聞
業
社
や
弾
圧
を
受
け
た
抗
日
新
聞
や
雑
誌

の
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
、
注
偽
政
権
が
統
制
下
に

置
い
た
新
聞
、
雑
誌
、
ラ
ジ
オ
な
ど
の
メ
デ
ィ

ア
の
実
態
、
日
本
と
注
偽
政
権
と
の
間
で
行
わ

れ
て
い
た
メ
デ
ィ
ア
操
作
に
つ
い
て
分
析
し
、

江
偽
政
権
の
世
論
統
制
の
仕
組
み
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。

江
偽
政
権
下
の
文
化
に
つ
い
て
、
著
者
は
政

策
面
か
ら
検
討
を
加
え
、
江
偽
政
権
の
文
化
統

制
政
策
の
下
で
、
文
化
団
体
と
出
版

・
映
画
団

体
が
日
本
と
の

「文
化
提
携
」
と

「文
化
交

流
」
の
看
板
を
掲
げ
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
活
動

を
行

っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま

た
、
浬
偽
政
権
の
教
育

に
つ
い
て
著
者
は
、
客

観
的
に
見
て
、
注
偽
政
権
は
高
等
教
育
を
再
建

し
た
り
、
普
通
教
育

の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築

す
る
た
め
の
具
体
的
政
策
を
実
施
し
て
い
る

が
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
反
共
売
国
を
基
調
と
し

た
改
訂
教
科
書
や
皇
民
化
教
育
の
推
進
と
い
う

方
法
で
は
人
心
を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
ず
、
か

え
っ
て
民
衆
か
ら
大
き
な
抵
抗
に
遭

っ
た
と
論

じ
て
い
る
。

注
偽
政
権
の
政
治
思
想
に
関
し
、
著
者
は
江

精
衛
の

「和
平
建
国
」
か
ら

「東
亜
聯
盟
」、

さ
ら
に
は

「東
亜
解
放
」
、
「大
東
亜
戦
争
参

戦
」
に
至
る

「投
降
主
義
」
思
想
に
つ
い
て
分

析
し
、
江
精
衛
が

「東
亜
聯
盟
運
動
」
の
四
大

綱
領
で
あ
る
政
治
の
独
立
、
経
済
協
力
、
軍
事

同
盟
、
文
化
交
流
の
う
ち
、
政
治
の
独
立
を
首

位
に
置
き
、
孫
中
山

の

「大
亜
細
亜
主
義
」
を
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曲
解
し
た
上
、
政
治
の
独
立
の
名

で
も
っ
て
、

売
国
行
為
を
演
じ
た
と
述
べ
て
い
る
。

第

一
一
編
か
ら
第

一
四
編

(第
三
三
章
～

第
四
三
章

)
で
は
、
日
中
戦
争
後
期
に
現
れ

た

「対
華
新
政
策
」
の
枠
組
み
の
下
で
の
日
本

と
江
偽
政
権
の
政
治
と
経
済
の
関
係
、
な
ら
び

に
涯
偽
政
権
の
戦
時
体
制
確
立
後
の
政
治
経
済

の
運
営
状
況
と
軍
事
戦
略
の
展
開
に
つ
い
て
詳

細
に
分
析
し
、
最
終
的
に
江
偽
政
権
が
失
敗
か

ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
運
命
に
陥

っ
た
状

況
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
著
者
は
、
日
本
が

長
期
戦
転
換
後
に
推
進
し
た

「対
華
新
政
策
」

に
つ
い
て
検
証
し
、
最
も
大
き
な
成
果
は
注
偽

政
権
が
正
式
に
対
英
米
に
宣
戦
し
た
こ
と
に
あ

り
、
こ
れ
は
日
本
側
か
ら
言
え
ば
、
政
治
的
、

経
済
的
意
義
は
軍
事
的
意
義
よ
り
遥
か
に
大
き

か
っ
た
と
論
じ
て
い
る

(
=

四
九
頁
)。
ま

た
、
著
者

は
江
精
衛
ら
が
参
戦
を
決
意
し
た
心

理
を
た
ど
り
な
が
ら
、
江
偽
政
権
が
参
戦
に
よ

り
ど
れ
く
ら
い
の
利
益
を
得
よ
う
と
考
え
て
い

た
の
か
と

い
う
こ
と
も
検
討
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
長
ら
く
目
指
し
て
い
た

「統

=

と
い

う
目
標
を

「自
主
独
立
」
に
ま
で
格
上
げ
し
、

参
戦
を
き

っ
か
け
に
し
て
租
界
の
回
収
、
治
外

法
権
の
撤
廃
、
不
平
等
条
約
の
廃
棄
な
ど
を
実

現
し
た
。
ま
た
、
江
偽
政
権
は
参
戦
後
、
統
治

区
域
に

「戦
時
体
制
」
を
布
い
た
上
、
最
高
国

防
会
議
を
設
置
し
て

「党
化
」
運
動
を
行
い
、

フ
ァ
ッ
シ
ョ
統
治
の
色
合
い
を
鮮
明
に
し
た
。

さ
ら
に
、
著
者
は

「対
華
新
政
策
」
下
の
日
本

と
江
偽
政
権
の
経
済
関
係
は
、
国
策
会
社
を
再

編
成
し
た
り
、
軍
管
理
工
場
を
返
還
し
た
り
し

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
日
本
が
江
偽
政
権
の
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
強
化
の
た
め
に
や
っ
た
だ
け
で
、

日
本
は
決
し
て
椀
偲
政
権
に
占
領
地
区
の
経
済

支
配
を
譲
り
渡
さ
な
か
っ
た
と
述

べ
て
い
る

(
一
二
五
三
頁
)。

結
語
と
付
録
の
部
分
で
は
、
注
偽
政
権
の
政

治
政
策
と
そ
れ
に
よ
る
社
会

へ
の
影
響
、
な
ら

び
に
歴
史
的
教
訓
に
つ
い
て
ま
と
め
て
い
る
。

付
録
の
江
偽
政
権
の
行
政
区
画
と
江
偽
国
民
政

府
大
事
記
は
、
私
た
ち
が
江
偽
政
権
に
対
す
る

認
識
と
理
解
を
深
め
る
た
め
の
手
助
け
と
な

る
。本

書
は
史
料
に
基
づ
き
、
縦
と
横
ふ
た
つ
の

視
点
か
ら
江
偽
政
権
の
分
析
を
行
っ
て
い
る
。

縦
の
視
点
で
は
注
偽
政
権
の
成
立
と
発
展
か
ら

崩
壊
に
至
る
歴
史
的
過
程
に
つ
い
て
論
じ
、
横

の
視
点
で
は
各
段
階
で
の
注
偽
政
権
の
政
治
、

軍
事
、
外
交
、
経
済
、
文
化
、
思
想
、
メ
デ
ィ

ア
な
ど
政
策
に
つ
い
て
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

こ
れ
ら
分
析
を
通
し
て
、
著
者
は
日
本
の
中
国

侵
略
と
江
偽
政
権
の
占
領
地
区
支
配
の
実
態
に

つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
江
偽
政
権
の
投
降
理
念

と
売
国
行
為
に
つ
い
て
非
難
し
て
い
る
。
ま

た
、
本
書
で
は
注
精
衛
が
持
っ
て
い
た

「民
族

失
敗
主
義
」
と

「和
平
救
国
」
と
称
し
た

「投

降
主
義
」
の
形
成
と
心
理
的
矛
盾
に
つ
い
て
検

証
し
て
い
る
。

中
国
学
術
界
の
研
究
状
況
を
見
る
と
、
江
偽

政
権
の
研
究
は
ま
だ
充
分
で
は
な
く
、
抗
日
戦

争
史
と
中
国
近
現
代
史
研
究
の
欠
落
し
た
部
分

で
も
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
本
書
は
未
解

明
の
部
分
を
補
う
研
究
で
あ
る
と
位
置
付
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

最
後
に
、
本
書
の
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘
し

て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
抗
日
戦
争
時
期
の
中
国

社
会
の
地
域
間
の
相
互

の
関
係
に
つ
い
て
充
分

把
握
さ
れ
て
い
な
い
。
当
時
の
中
国
社
会
は
地

域
の
特
性
に
よ
り
、
統
区

(国
民
政
府
統
治
区

域
)
、
解
放
区

(中
国
共
産
党
統
治
区
域
)、
論

陥
区

(日
本
軍
占
領
区
域
)
の
三
種
類
の
異
な
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る
地
区
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
は
孤
立
し
た
存

在
で
は
な
か
っ
た
。
注
偽
政
権
統
治
下
の
社
会

を
見
て
い
く
た
め
に
は
、
必
ず
三
地
域
の
相
互

関
係
に
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
著

者
は
本
書

の
中
で
、
も
し
三
区
域
の
う
ち
ど
れ

か
ひ
と
つ
で
も
歴
史
的
考
察
を
怠
り
、
区
域
間

相
互
の
闘
争
と
関
係
の
点
か
ら
当
時
の
中
国
社

会
に
つ
い
て
検
証
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の

曖
昧
で
複
雑
な
歴
史
の
科
学
的
分
析
と
客
観
的

な
判
断
は
難
し
い
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る

(二

頁
)。
し
か
し
、
実
際
そ
の
点
に
つ
い
て
言
及

し
た
部
分

は
極
め
て
少
な
く
、
物
足
り
な
さ
を

感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

次
に
、
本
書
全
体
を
通
し
て
、
江
偽
政
権
の

性
質
に
つ
い
て
詳
細
に
分
析
が
な
さ
れ
、
そ
こ

か
ら
政
権
が
持

っ
て
い
た
濃
厚
な
民
族
主
義
の

意
識
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
は

特
に
批
判
は
し
な
い
。
し
か
し
、
歴
史
学
的
観

点
か
ら
言
う
と
、
江
偽
政
権
統
治
下
の
社
会
の

量
的
分
析
と
マ
ク
ロ
的
観
点
か
ら
の
考
察
が
不

充
分
な
た
め
、
圧
偽
政
権
の
基
層
社
会
の
実
態

が
明
確
と
な
っ
て
い
な
い
。
江
偽
政
権
の
性
質

は
検
討
す
る
必
要
の
な
い
問
題
と
言
え
る
。
な

ぜ
な
ら
、
江
偽
政
権
が
日
本
に
弄
ば
れ
た
完
全

な
偲
偲
政
権
で
あ
る
こ
と
は
歴
史
が
す
で
に
証

明
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
こ
こ
に
あ

る
。
五
年
半
近
く
の
間
、
江
偽
政
権
は
肥
沃
な

江
漸
地
方
を
包
含
し
た
広
大
な
日
本
軍
占
領
地

域
を
支
配
し
た
が
、
そ
の
間
、
江
偽
政
権
の
政

策
は
こ
の
特
殊
で
重
要
な
地
域
に
い
か
な
る
影

響
を
も
た
ら
し
た
の
か
。
そ
の
地
域
の
社
会
、

民
衆
の
生
活
の
状
況
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
、
ど
の
よ
う
な
変
化
が
起
き
た
の
か
。
こ
れ

ら
社
会
の
変
化
の
解
明
が
現
在
の
私
た
ち
が
江

偽
政
権
統
治
下
の
状
況
に
つ
い
て
の
客
観
的
認

識
を
養
い
、
注
偽
政
権
を
評
価
す
る
手
助
け
と

な
ろ
う
。

本
書
は
、
大
量
の
一
次
史
料
、
新
聞
、
雑
誌

お
よ
び
当
事
者
の
回
顧
録
を
用
い
て
、
注
偽
政

権
の
実
態
を
鮮
や
か
に
描
き
出
す
と
と
も
に
、

注
偽
政
権
が
存
在
し
た
歴
史
的
意
味
を
明
確
に

立
証
し
て
い
る
。
著
者
の
歴
史
研
究
に
対
す
る

ひ
た
む
き
な
姿
勢
と
本
著
の
学
術
的
貢
献
に
つ

い
て
、
評
者
は
深
く
敬
意
を
表
し
た
い
。
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